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「指定訪問入浴介護」 

「指定介護予防訪問入浴介護」 重要事項説明書 
（令和７年４月１日 現在） 

当事業所は、介護保険の指定を受けています。 
（熊本県指令高齢第 40 号） 

（熊本県指令高齢第 41 号）  

 

当事業所は､ご契約者に対して指定訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）サービスを提

供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを、

次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要支援・要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認

定された方が対象となります。要支援・要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの

利用は可能です。 

 

１．事業者 

（１）法 人 名   社会福祉法人 芦北町社会福祉協議会 

（２）法人所在地   熊本県葦北郡芦北町大字湯浦１４３９番地１ 

（３）電 話 番 号   ０９６６－８６－０２９４ 

（４）代表者氏名   会長  内山 忠美 

（５）設立年月日   平成１７年１月１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定訪問入浴介護事業所    ：令和４年 9月 30日指定 

           指定介護予防訪問入浴介護事業所：令和 4年 9月 30日指定 

（２）事業所の目的   指定訪問入浴介護又は指定介護予防訪問入浴介護は、介護保険

法令に従い、ご契約者（利用者）に、入浴の援助を行うことによ

って身体の清潔の保持、身体機能の維持を図るため、要介護状態

又は、要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問入浴を提供す

ることを目的とします。 

（３）施設の名称   「芦北町社会福祉協議会」訪問入浴介護事業所 

（４）施設の所在地  熊本県葦北郡芦北町大字湯浦１４３９番地１ 

（５）電話番号    ０９６６－８６－０２９４ 

（６）管理者氏名   松岡 俊助 

（７）当事業所の運営方針 

指定訪問入浴介護事業所又は指定介護予防訪問入浴介護事業所の入浴介護従業

者は、要介護又は要支援者の心身の特徴を踏まえて、希望及びその置かれている環

境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供します。 

（８）開設年月日   指定訪問入浴介護事業所    ：平成１７年１月１日 

           指定介護予防訪問入浴介護事業所：平成 24年４月１日 
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（９）通常の実施地域     芦北町 

（１０）営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日（１２月３１日～１月３日を除く） 

受 付 時 間 ８時３０分～１７時３０分 

 営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

 

３．職員の体制 

当事業所では、ご契約者に対して指定訪問入浴介護サービス又は指定介護予防訪問入浴

介護サービスを提供する職員として、以下の看護職員と介護職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉  （職員の配置については、指定基準を遵守しています。） 

職  種 専従 兼務 常勤換算 指定基準 職務内容 

１．管 理 者  １名 １名 １名 管理及び指揮命令 

２．看護職員  1 名以上 １名 １名 看護業務 

３．介護職員  2 名以上 ２名 ２名 入浴介護業務 

※ 常勤換算： 職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における

常勤職員の所定勤務時間数で徐した数です。 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご契約者に対して、以下のサービスを提供します。当事業所が提供する

サービスについて 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合があります。 

（１） 介護保険の給付対象となるサービス（契約書第４条、第８条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分が介護保険から給付されます。 

  〈サービスの概要と利用料金〉 

   ・ 身体介護 

     専用の入浴車で入浴の介護を行います。 

  ☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サ

ービス計画（ケアプラン又は介護予防ケアプラン）がある場合には、それを踏まえ

た訪問入浴介護計画に定められます。 

  〈利用料金〉 

  ☆ 利用料金は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された

負担割合を乗じた額となります。 

☆ 利用料金はご契約者が、まだ要支援・要介護認定を受けていない場合には、サー

ビス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援・要介護の認定を受けた

後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い）また、居宅

サービス計画が策定されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、
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ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「介護サービス

提供証明書」を交付します。 

  ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者

の負担額を変更します。 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第８条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

   〈サービスの概要と利用料金〉 

  ① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問入浴介護サービス 

    介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用

料金全額がご契約者の負担となります。 

  ☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行

う２ヶ月前までにご説明します。 

（３） 利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので翌月 26日

までに現金又は口座振込みにてお支払いください。 

（４） 利用の中止、変更、追加（契約書９条参照） 

(ア) 利用予定期間の前にご契約者の都合により、訪問入浴介護サービスの利用を中

止又は変更若しくは、新たなサービスの利用を追加することができます。この場

合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。 

(イ) 利用予定日前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ

た場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご

契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無     料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

(ウ) サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者

の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に

提示して協議します。 

 

５．サービスの利用に関する留意事項 

（１） サービス提供を行う入浴介護従業者 

サービス提供時に、担当の入浴介護従事者を決定します。ただし、実際のサービス

提供にあたっては、複数の入浴介護従業者が交替してサービスを提供します。 

（２） 入浴介護従業者の交替 

① ご契約者からの交替の申し出 

  選任された入浴介護従業者の交替を希望する場合には、当該従業者が業務上不

適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対し

て従事者の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の入浴介
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護従業者の指名はできません。 

② 事業者からの入浴介護従事者の交替 

事業者の都合により、入浴介護従事者を交替させることがあります。 

    入浴介護従事者を交替させる場合は、契約者及びその家族等に対してサービス利

用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３） サービス実施時の留意事項（契約書第６条参照） 

   ① 定められた業務以外の業務依頼の禁止 

      契約者は「４．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の

業務を事業者に依頼することはできません。 

② 訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令 

   訪問入浴介護サービス又は介護予防訪問入浴介護サービスの実施に関する指

示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者は、訪問入浴介護サービ

ス又は介護予防訪問入浴サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十

分配慮するものとします。 

③ 備品等の使用 

訪問入浴介護サービス又は介護予防訪問入浴介護サービスの実施のために必

要な備品等（水道・電気等を含む。）は無償で使用させていただきます。看護職

員等が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

④ 入浴前の食事の摂取 

入浴前の食事の摂取は、約１時間前に済ませておいて下さい。 

（４） サービス内容の変更（契約書第１０条参照） 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が

できない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更した

サービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）  入浴介護従事者の禁止行為（契約書第１４条参照 

入浴介護従事者は、ご契約者に対する訪問入浴介護サービスの提供にあたって、次

に該当する行為は行いません。 

   ①医療行為または医療補助行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

③ご契約者の家族等に対する訪問入浴介護サービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（６） 守秘義務（利用契約書第１３条参照） 

訪問入浴従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得たご契約者又はその家族の

秘密は漏らしません。 

（７） 衛生管理（運営方針第２条参照） 

訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の指定訪問入浴介護に用いる浴槽

その他の設備および備品等については衛生的な管理に努めます。 
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６．事故発生時の対応について 

指定訪問入浴介護又は指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たって事故が発生した場合

には、速やかに家族、市町村、居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに必要な対応を行

います。 

 

７．苦情の受け付けについて（契約書第２３条） 

（１） 苦情の受付 

    当事業所における苦情やご相談は、以下の専門窓口で受け付けます。 

  ○ 苦情受付窓口 

    職名  管理者  担当者 松岡 俊助 

  ○ 受付時間 毎週月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時３０分 

  ○ 管理者不在の場合は事務局で受け付けて引き継ぎます。 

（２） 行政機関その他 

芦北町役場住民生活課 

介護保険係 

所  在  地   葦北郡芦北町大字芦北２０１５ 

電話番号・ＦＡＸ  ８２－２５１１    ８２－５１３５ 

受 付 時 間   午前８時３０分～午後５時１５分 

国民健康保険団体連合会 

所  在  地   熊本市健軍２－４－１０ 

電話番号・ＦＡＸ  ３６５－０３２９  ３６５－４１８８ 

受 付 時 間   午前８時３０分～午後５時００分 

熊本県社会福祉協議会 

所  在  地   熊本市南千反畑町３－７ 

電話番号・ＦＡＸ  ３２４－５４５４  ３５５－５４４０ 

受 付 時 間   午前８時３０分～午後５時００分 

 

８．介護サービス情報の公表について 

「介護サービス情報の公表」制度の通知により、当事業所では第三者による調査を受け

ています。これらの情報は、介護サービス情報公表システムのホームページでご覧頂くこ

ともできます。 

 

９．高齢者虐待防止について 

指定訪問入浴介護又は指定介護予防訪問入浴介護管理者、職員は高齢者虐待防止法に基

づき、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、秘密保持の例外として

町に通報するものとします。 

 

１０．感染症対策について 

感染者発生時においても必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を確保するため

に業務継続計画を作成します。 

感染拡大防止の観点から「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員

基準等の臨時的な取り扱い」に基づいて指定訪問入浴介護又は指定介護予防訪問入浴介護

における柔軟な対応を提供します。 
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１１．自然災害発生時の対応について 

災害発生時においても必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を確保するために

業務継続計画を作成し指定訪問入浴介護又は指定介護予防訪問入浴介護における柔軟な対

応を提供します。 

 

１２．ハラスメントについて 

指定訪問入浴介護又は指定介護予防訪問入浴介護におけるハラスメントの防止に関する

指針に従い業務に努めます。 

 

 

 

令和  年   月   日 

 

指定訪問入浴介護サービス又は指定介護予防訪問入浴介護サービスの提供の開始に際し、

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

        

事 業 所 芦北町社会福祉協議会 訪問入浴介護事業所 

        

説明者職名 訪問入浴介護事業所 管理者  松岡 俊助   

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービス又は

指定介護予防訪問入浴介護サービスの提供開始に同意しました。 

        

利用者住所    葦北郡芦北町大字                

          

 氏名                       印         

 

代理者住所    葦北郡芦北町大字                

           

氏名                       印         


